
 

９ エネルギー関係 

ア 石油 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①石油政策の見直

し 

（経済産業省） 

内外の環境変化を踏まえ、セキュリティー確保を 図るととも

に、精製業等における競争条件の一層の 整備を図る等の観点か

ら、平時における精製業・設備許可制等の需給調整規制を廃止す

る。 

【石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改

正する等の法律(平成13年法律第55号)】 

措置済 

(1 月施

行) 

     

②Ｃ重油関税の在

り方 

（経済産業省） 

 

 Ｃ重油関税は石炭対策の財源であるとともに、連産品である石

油製品の安定供給確保という目的もあり、依然として関税率が高

いことから、需要家業界にとっては輸入抑制的な関税として機能

している。平成 17 年度までの間においても、Ｃ重油の需要家の

過大な負担が是正されていくよう、Ｃ重油関税の見直しを検討す

るとともに、平成18年度以降のＣ重油関税の在り方については、

このような事態が是正されるよう、厳正に対処する。 

  17年度ま

でに措置

 

―

（経済産業省） 

平成１７年度までの措置に向けて引き続き検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

イ 電気事業 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①自由化範囲の拡

大 

（経済産業省） 

小売自由化範囲の拡大については、需要家が供給者に関する選

択肢を確保し得る環境整備を進めつつ、高圧（受電電圧６ｋV以

上の需要家：中小ビル・工場等）までの自由化を行うとともに、

家庭用などへの全面自由化の実施に向けた条件を明確に設定し、

スケジュールを明示して取り組む。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

平成１５年２月の電気事業分科会報告に基づき、電気

事業法施行規則を改正し、平成１６年４月から契約電力

５００ｋW以上の高圧需要家（平成15年12月12日経済

産業省令第 154 号）、平成１７年４月からすべての高圧

需要家（契約電力５０kW以上）に対し（平成16年度中

に省令改正予定）、電力の小売自由化を行う。また、家

庭用までを含めた全面自由化については、部分自由化の

成果を見極めつつ、平成１９年４月以降検討を開始する

予定。 

 

②卸電力市場の整

備 

（経済産業省） 

供給信頼度の面、効率性の面等に留意しつつ、市場原理が有効

に機能するよう、振替供給料金の廃止、必要に応じた周波数変換

設備の整備やスポット取引を実現する託送制度の整備などの条

件整備を行い、卸電力市場を整備する。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

卸電力取引市場については、平成１５年２月の電気事

業分科会報告において、私設・任意の取引所として整備

されるべきことが結論づけられ、現在事業者間で設立に

係る検討・準備を行っているところ。また、振替供給料

金制度の廃止に伴う事業者間精算ルールの整備及び卸

電力取引市場における市場取引に柔軟に対応した柔軟

な系統利用制度の在り方については、電気事業分科会基

本問題小委員会市場環境整備ワーキンググループにお

いて検討を進めているところ。 

なお、周波数変換所等の整備については、平成１５年

の改正電気事業法に基づき、経済産業大臣が全国で１箇

所に限り指定することとなっている送配電等業務支援

機関の業務として、設備形成ルール等が整備されること

となっている。 

 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

③現行の接続供給

制度に関する条

件改善 

（経済産業省） 

ａ 現行の接続供給制度について、「適正な電力取引についての

指針」や「電力の取引に関する紛争処理ガイドライン」に基づ

き適時・適切に対応を行うとともに、必要に応じて見直しも行

う。 

 

○

（経済産業省） 

「適正な電力取引についての指針」については、電気

事業法の改正による行為規制（託送業務において知り得

た情報の目的外利用の禁止及び託送業務における差別

的取扱いの禁止）の導入に伴い、電気事業分科会適正取

引ワーキンググループにおいて、平成１７年４月の改正

電気事業法の施行に向けて、現在見直しを行っていると

ころであり、平成１６年度中に結論を得る予定。 

 

 ｂ 同時同量の確保の方法については、電力系統全体では同時同

量が守られる必要がある等の技術的な要素も踏まえつつ、より

柔軟な制度への見直しを行う。 

 

○

（経済産業省） 

同時同量制度の在り方については、平成１５年２月の

電気事業分科会報告に基づき、電気事業分科会基本問題

小委員会系統利用整備ワーキンググループにおいて詳

細制度設計に関する議論を行い、適切な省令の改正等制

度設計について準備を進めているところ。なお、同時同

量制度については、インバランス料金について３～１

０％の選択制の第二変動範囲を導入し、事故時バックア

ップを廃止するとともに、一般電気事業者から同時同量

支援として需要家情報の提供を行うこととしている。 

 

 ｃ 中立的な系統運用の一環として行われる使用量の差分の調

整について、引き続き既存電力会社が担わざるを得ない場合、

独占力を行使することがないよう適切な制度設計を行う。 

 

 

 

検討・結

論 

 

 

 

 

 

○

（経済産業省） 

使用量の差分（インバランス）の調整については、平

成１５年２月の電気事業分科会報告に基づき、電気事業

分科会基本問題小委員会系統利用整備ワーキンググル

ープにおいて詳細制度設計に関する議論を行い、適切な

省令等の改正等の制度設計について準備を行っている。 

なお、インバランスについては、同時同量において３～

１０％の選択制の第二変動範囲を導入し、事故時バック

アップを廃止するとともに、一般電気事業者から同時同

量支援として需要家情報の提供を行うこととしている。 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

 ｄ 新規参入者の利用に当たっての透明性の向上のため、既存の

電力会社の一層厳格な会計分離の徹底を行うとともに、電力会

社・新規参入者双方の利用上の公平性の確保のための制度整備

を行う。 

 

○

（経済産業省） 

平成１５年の改正電気事業法に基づき、送配電部門に

おける会計分離が導入されることとなり、一般電気事業

者の送配電部門と他部門との間での区分経理が行われ

ることとなる。なお、その具体的な在り方については、

現在電気事業分科会系統利用制度ワーキンググループ

において検討が進められており、必要な省令等の改正等

の制度設計について準備を進めているところ。 

 

 ｅ  接続供給料金について、現行制度における変更命令発動基

準の明確化を行い、コスト削減と料金低減のインセンティブが

十分に機能する制度設計を行う。 

   

 

○

（経済産業省） 

接続供給料金の変更命令発動基準の明確化について

は、現在電気事業分科会系統利用制度ワーキンググルー

プにおいて検討が進められており、適正な省令等の改正

等の制度設計について準備を進めているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

④送電線整備に関

するルール 

（経済産業省） 

 

ａ 既存電力会社や新規参入者が活発な競争を行い、卸電力市場

が有効に機能するために、「連系送電線」の強化を始め、全国

的視点からの送電線整備が行われる仕組みを整備する。その

際、これまでの地域独占と総括原価主義を前提とした送電線建

設の費用負担のルールについては、自由化市場の下での新たな

仕組みに改める。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

経済産業大臣が全国で１箇所に限り指定することと

なっている送配電等業務支援機関において、連系線整備

の必要性、他の対応も含めた費用対効果の検討等も踏ま

え、必要と認められる場合には整備計画に係る調整を実

施していくこととしている。当該機関については、平成

１５年の改正電気事業法に基づき、「送配電等業務支援

機関に関する省令」（平成１５年１２月１６日経済産業

省令第１５５号）及びその指定基準（平成１５年１２月

１７日施行）を制定し、所要の法整備を行った。今後、

電気事業分科会における考え方（平成 16 年 3 月電気事

業分科会報告(案)｢今後の望ましい電気事業制度の詳細

設計について｣（パブリックコメント手続中））の整理に

基づき、当該機関においてルールが整備される予定。 

また、連系線等の費用負担については、平成１５年２

月の電気事業分科会において、電源の遠隔地立地抑制の

観点から、設備増強コストの相当部分を原因者（電源設

置者）に求めることを基本としつつ、個別に設備増強に

伴う受益と負担の関係を踏まえた費用負担の在り方が

公平・公正・透明なプロセスの中で決定されることと整

理されており、その具体的方策については、現在電気事

業分科会基本問題小委員会市場環境整備ワーキンググ

ループにおいて検討が進められているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

 ｂ 送電線整備に関して送電部門の中立性確保策については、安

定供給を確保しつつ、これまで電力会社内で一体として行われ

てきた電源開発と送電線整備の計画について、厳格な中立性を

確保し得るスキームの整備を行う。 

    

○

（経済産業省） 

経済産業大臣が全国で１箇所に限り指定することと

なっている送配電等業務支援機関の業務として、中立的

な立場から、流通設備計画の策定に関するルール等が整

備されることとなっている。当該機関については、平成

１５年の改正電気事業法に基づき、「送配電等業務支援

機関に関する省令」（平成１５年１２月１６日経済産業

省令第１５５号）及びその指定基準（平成１５年１２月

１７日施行）を制定し、所要の法整備を行った。今後、

電気事業分科会における考え方（平成 16 年 3 月電気事

業分科会報告(案)｢今後の望ましい電気事業制度の詳細

設計について｣（パブリックコメント手続中））の整理に

基づき、当該機関においてルールが整備される予定。 

 

 

 

ｃ 連系送電線を中心とした基幹送電線については、全国的視点

からの整備の必要性を踏まえつつ、既存電力会社に限定されな

い主体による送電線の整備ルールや整備計画の作成などが行

われる厳格な仕組みを整備する。 

    

○

（経済産業省） 

経済産業大臣が全国で１箇所に限り指定することと

なっている送配電等業務支援機関の業務として、設備形

成ルール等が整備されることとなっている。当該機関に

ついては、平成１５年の改正電気事業法に基づき、「送

配電等業務支援機関に関する省令」（平成１５年１２月

１６日経済産業省令第１５５号）及びその指定基準（平

成１５年１２月１７日施行）を制定し、所要の法整備を

行った。今後、電気事業分科会における考え方（平成16

年 3 月電気事業分科会報告(案)｢今後の望ましい電気事

業制度の詳細設計について｣（パブリックコメント手続

中））の整理に基づき、当該機関においてルールが整備

される予定。 

 

 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

ａ 送電線の整備ルールや整備計画の作成を全国的視点から行

い、連系送電線を中心とした整備を行う制度とする場合には、

その実効性を確保するため、送電線建設について入札を義務化

するといった海外での方策も踏まえ、送電線整備にも競争原理

を導入し、最も効率的な送電線整備が行われるための仕組みを

整備する。 

 

○

（経済産業省） 

経済産業大臣が全国で１箇所に限り指定することと

なっている送配電等業務支援機関の業務として、設備形

成ルール等が整備されることとなっている。当該機関に

ついては、平成１５年の改正電気事業法に基づき、「送

配電等業務支援機関に関する省令」（平成１５年１２月

１６日経済産業省令第１５５号）及びその指定基準（平

成１５年１２月１７日施行）を制定し、所要の法整備を

行った。 

 ⑤送配電設備建設

の自由化 

（経済産業省） 

ｂ 自家発電設備を所有する事業者が近隣へ電力を供給する場

合、国民経済的観点にも配慮しながら、原則として自由な送電

線建設を認める。その際、送電線建設を認めることで自由化部

門では不必要となる特定供給に対する許可規制の在り方や、新

規参入事業者が建設したネットワークのオープンアクセスに

ついても併せて検討する。 

 検討・結

論 

 

 

○

（経済産業省） 

平成１５年２月の電気事業分科会報告においては、供

給源の多様性の確保の観点から、分散型電源の推進の一

貫として、特定規模電気事業者の自営線による供給を一

定の条件の下で認めるべきとされ、平成１５年の電気事

業法の改正により平成１７年４月より当該自営線供給

が可能となる。なお、その具体的な在り方については、

現在電気事業分科会基本問題小委員会系統利用ワーキ

ンググループにおいて検討がなされているところ。ま

た、特定供給についても構造改革特区における許可要件

の緩和を行った。 

 

⑥系統運用のルー

ル整備・中立化

（経済産業省） 

ａ 送配電網を利用した電力分野における競争上の公平性につ

いての懸念を排除するために、電力系統の運用のルールについ

て、既存電力会社とは異なる主体がこれを作成し、これに従っ

た公平・中立な電力系統の運用を行うといった海外における方

策も踏まえた制度整備を行う。なお、既存電力会社がこの機能

を担うこととした場合には、セキュリティや信頼度維持の観点

も踏まえつつ、中立的な主体によるルール設定が行われる制度

を整備する。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

既存電力会社以外の事業者も含む送電系統の利用

者・学識経験者から構成される送配電等業務支援機関が

経済産業大臣の指定に基づき、電力系統の運用ルール、

供給信頼度の維持のためのルール等を策定することと

なっている。当該機関については、平成１５年の改正電

気事業法に基づき、「送配電等業務支援機関に関する省

令」（平成１５年１２月１６日経済産業省令第１５５号）

及びその指定基準（平成１５年１２月１７日施行）を制

定し、所要の法整備を行った。 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

 ｂ 新規参入者が託送を円滑に利用できるように、ネットワーク

のセキュリティの維持にも配慮しつつ、新規参入者に対する電

力系統に関する技術情報などの公開や、送電線の空き容量が適

時確認できるシステムを導入する。 

    

○

（経済産業省） 

経済産業大臣が全国で１箇所に限り指定することと

なっている送配電等業務支援機関において、連系線等の

電力系統に関する空容量の算定・確保に関するルール、

空容量等の系統情報の公開に関するルールを整備する

とともに、送電線空き容量の系統情報公開システムの開

発・運用を行うこととなる。当該機関については、平成

１５年の改正電気事業法に基づき、「送配電等業務支援

機関に関する省令」（平成１５年１２月１６日経済産業

省令第１５５号）及びその指定基準（平成１５年１２月

１７日施行）を制定し、所要の法整備を行った。 

 

⑦送電部門と他部

門の情報遮断の

確実な担保 

（経済産業省） 

託送制度、送電線整備、電力系統の運用ルールを中立化し、発

電と電力販売における競争を一層促進するため、既存電力会社の

送電部門と他部門の情報遮断の確実な担保について厳格な中立

性・公平性・透明性の担保方策を講ずる。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

平成１５年の改正電気事業法に基づき、託送業務にお

いて知り得た情報の目的外利用の禁止が導入されるこ

ととなり、一般電気事業者の送配電部門と他部門との間

での情報遮断が行われることとなる。なお、その具体的

な在り方については、現在電気事業分科会適正取引ワー

キンググループにおいて検討が進められており、その結

果を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」の見直

しを行う予定である。 

 

⑧非競争分野と競

争分野の会計分

離 

（経済産業省） 

 非競争分野から競争分野への内部補助防止のため会計を明確

に区分経理するとともに、内部補助防止のための有効な措置を検

討する。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

平成１５年の改正電気事業法に基づき、送配電部門に

おける会計分離が導入されることとなり、一般電気事業

者の送配電部門と他部門との間での区分経理が行われ

ることとなる。なお、その具体的な在り方については、

現在電気事業分科会系統利用制度ワーキンググループ

において検討が進められており、適正な省令等の改正等

の制度設計について準備を進めているところ。 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑨規制機関の独立

性 

（経済産業省） 

市場監視のためのより高度な専門性を備えた行政組織や、より

公平性・中立性・透明性が確保された機動的な紛争処理を行う組

織を整備する。 

 検討・結

論 

  

―

（経済産業省） 

行政による市場監視及び紛争処理機能の体制整備に

ついては、平成１５年２月の電気事業分科会報告書にお

いても言及されているところであり、これに基づき必要

な措置について検討を行っていく予定。 

 

⑩託送制度の運用

（経済産業省、

公正取引委員会）

経済産業省と公正取引委員会とが必要に応じて連携し、有効な

競争が達成されるための個別の施策について検討し、所要の措置

を講ずる。 

検討 措置済     

⑪電力市場の更な

る活性化 

（経済産業省、公

正取引委員会） 

中央電力協議会が行う経済融通について新規参入者の参加が

認められ得るルールの運用について、経済産業省は公正取引委員

会と必要に応じ連携し注視する。 

 

措置済      

⑫原子力技術基準

の機能性化と民

間規格の活用 

（経済産業省） 

原子力発電施設に係る技術基準の機能性化及び民間規格の活

用について、安全性の確保を前提に検討を進める。 

 

検討 結論   

○

（経済産業省） 

平成14 年7 月22 日に総合資源エネルギー調査会原

子力安全・保安部会原子炉安全小委員会において、とり

まとめられた基本方針（「原子力発電設備の技術基準の

性能規定化と民間規格の活用に向けて」）に基づき、平

成 15 年度には性能規定化及び民間規格活用のための具

体的方針と技術基準の性能規定化に当たっての検討事

項の整理を行った。平成 16 年度は技術基準の性能規定

の具体化に関する検討を行う。 

 

⑬マイクロガスタ

ービンの空気軸

受の発電用火力

設備技術基準へ

の適合の明確化

（経済産業省） 

マイクロガスタービンの空気軸受の発電用火力設備技術基準

への適合性について、同基準の解釈を明確化する。 

【発電用火力設備の技術基準の解釈改正】 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

（７月改

正) 
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実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑭維持流量を活用

した水力発電所

等の総合資源エ

ネルギー調査会

審査対象からの

除外 

（経済産業省） 

総合資源エネルギー調査会(電源開発分科会)の審議対象電源

について見直しを行い、出力が極めて小規模である維持流量を活

用した水力発電所等を同分科会の審議対象から除外することの

可否について検討し、所要の措置を講ずる。 

 

 

 

検討 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑮電気工作物の占

用許可申請書類

の簡素化 

（国土交通省） 

直轄国道における電気工作物の道路占用許可申請に係る添付

書類については、一層の簡素化を検討する。 

【「光ファイバーケーブルの敷設等に係る道路占用許可手続の簡

素化について」（平成14 年３月 29 日国土交通省道路局路政課

道路利用調整室長通知第27号）】 

措置済 

（平成14

年３月通

知） 

     

⑯家庭用燃料電池

を一般用電気工

作物へ位置付け

ることによる保

安規程の届出等

の不要化 

（経済産業省） 

家庭用燃料電池については、電気事業法（昭和39年法律第170

号）上、自家用電気工作物扱いとなるため、保安規程の届出及び

電気主任技術者の選任が義務付けられているが、家庭用燃料電池

の普及を図る観点から、安全確保に必要な技術基準等の整備を行

った上で、一般用電気工作物に位置付けることにより、保安規程

の届出及び電気主任技術者の選任を不要とする。 

  遅くとも

平成 16

年度中に

措置 

 

○

（経済産業省） 
 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力

安全小委員会で、小出力発電設備の対象設備の見直しを

含めた保安の在り方について検討し、これを技術基準等

へ反映する必要がある旨の報告書が平成１４年６月に

取りまとめられた。これを受け、「家庭用燃料電池保安

技術検討会」を平成１４年８月に設けて、平成１５年度

では家庭用燃料電池を小出力発電設備として位置づけ

るために必要な技術基準の整備等にむけて、保安技術の

検証等を行った。なお、平成１６年度中に、これらの検

証等の結果を踏まえ、安全上必要な事項については技術

基準等に反映させ、家庭用燃料電池を小出力発電設備に

位置付ける予定。 
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講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑰家庭用燃料電池

の運転停止時に

おける不活性ガ

スによる可燃性

ガスの置換義務

の不要化 

（経済産業省） 

電気事業法の下では、家庭用燃料電池の運転を停止する際、燃

料電池内部の配管等に可燃性ガスの滞留を防止するため、不活性

ガス（窒素等）による可燃性ガスの置換（パージ）が義務付けら

れている。しかしながら、家庭用燃料電池の普及を図る観点から、

安全確保に必要な技術基準等の整備を行った上で、これを不要と

する。 

  措置  

◎

 

（経済産業省） 

家庭用燃料電池の普及を図る観点から、安全確保に必

要な技術基準等の整備を行ったうえで、家庭用燃料電池

の運転停止時における不活性ガスによる可燃性ガスの

置換を不要とした（平成１６年３月３１日経済産業省令

第50号）（平成16年3月31日公布、施行）。 

 

⑱エネルギー管理

者の選任数及び

兼任の弾力化 

（経済産業省） 

エネルギー管理者１人が管理するに適当な設備・人員等の範囲

を見直す。 

  検討・結

論 

 

○

（経済産業省） 
平成１５年に実施した省エネ法の制度に関するアン

ケートにおいて、事業者及び管理者の８割以上が現行の

選任数は適切であるとしており、エネルギー管理を適切

に実施していくためには、現行の選任数が適当である。 
また、アンケートにおいて、事業者の約４割が兼任を

認めるべきではない、約５割が条件付きで認めるべき、

約１割が認めるべきとした。したがって兼任の弾力化に

ついては更に慎重に検討を進める必要があるとの結論

を得た。 

平成１６年度はどのような条件であれば兼任が認め

られるかについて更に検討を行い、結論を得ることとし

ている。 

 

 

⑲電気主任技術者

の認定に係る実

務経験年数基準

の明確化 

（経済産業省） 

電気主任技術者の認定による免状交付に係る実務経験年数基

準を明確化する。 

 検討・結

論 

  

◎

（経済産業省） 

電気主任技術者の認定による免状交付に係る実務経

験年数基準を明確化するために、基準の明確化を行っ

た。（電気主任技術者免状を学歴又は資格及び実務の経

験により交付する際の実務経験の取扱について（平成１

５年８月２９日ＨＰ公開）） 
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事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑳水力発電所に係

る非常用予備発

電装置の工事計

画届出範囲の見

直し 

（経済産業省） 

水力発電所に係る非常用予備発電装置のうち、ダム洪水吐ゲー

ト等の扉体の開閉に係るもの以外の非常用予備発電装置につい

て、工事計画の届出対象から外すこととする。 

  検討・結

論 

 

◎

（経済産業省） 

電気事業法施行規則の改正により、水力発電所に係る

非常用予備発電装置のうち、ダム洪水吐きゲートの扉体

の開閉に係るもの以外の非常用予備発電装置について

は、工事計画の届出対象から除外した。（電気事業法施

行規則の一部を改正する省令（経済産業省令第98号）（平

成１５年９月１日公布、平成１５年１０月１日施行） 

 

21液化ガス設備を

電気事業法の適

用に切り替える

際の手続の簡略

化 

（経済産業省） 

高圧ガス保安法が適用されている液化ガス設備を、電気事業法

の適用に切り替える際の手続について、一層の合理化を図る。 

  検討・結

論 

 

◎

（経済産業省） 

電気事業法施行規則第８３条に定める溶接事業者検

査が省略される液化ガス設備について、従来の毒性ガス

を内包するものに加え、可燃性ガス等についても措置を

行った。（電気事業法施行規則の一部を改正する省令（経

済産業省令第26号）（平成１５年３月２５日公布、施行）） 

 

22ダム堆砂状況調

査の調査頻度の

弾力化 

（国土交通省） 

ダム堆砂測量の頻度の最大周期を決めた上で、その範囲内にお

いて堆砂量、堆砂進行状況、洪水発生等に応じて適宜変更できる

ようにする。 

  検討・結

論 

 

○

（国土交通省） 

ダムの安全性等を考慮した堆砂測量の頻度の最大周

期の考え方の整理及びその範囲内においての堆砂測量

実施条件等について検討し、技術的問題を整理・解決し

たうえで措置する必要があるとの結論を得た。 

 

23既存電力供給事

業者への新エネ

ルギー由来電力

購入の義務化、

購入割合拡大 

（経済産業省) 

 

 

 

 

 

 

 

電気事業者に一定量以上の新エネルギーを利用して得られる

電気の利用を義務づける。 

 措置済     



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

24マイクロガスタ

ービン（ＭＧＴ）

等の系統接続に

係る系統連系保

護装置の設置要

件の緩和 

（経済産業省） 

系統連系に係る保護装置に関する「系統連系技術要件ガイドラ

イン」について、事業者や有識者による技術的検討を踏まえ、見

直しを図る。 

 措置   

◎

（経済産業省） 
「系統連系技術要件ガイドライン」について、事業者

や有識者による技術的検討を実施し、分散型電源の普及

に当たっての安全確保を前提に、より明確化等を図る観

点から検討を行い、結果を「系統連系に係る技術要件に

関する検討報告書」（平成１５年５月ＨＰ公開）として

取りまとめ、低圧連系及び高圧連系において逆潮流が無

い場合でも、逆潮流が有る場合に求められる技術要件を

活用することにより連系が可能であることを明確化し

た。例えば、ＭＧＴ等が高圧連系を行う際に、逆潮流無

しの場合では単独運転防止のための逆電力継電器の設

置が必要とされるが、逆潮流有りの場合の要件では求め

られないこととなる。 
 

 

 



 

ウ ガス事業 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

ａ 小売自由化範囲については、その拡大スケジュールを明確に

して、早期にこれを実施するとともに、家庭用を含む小規模需

要の自由化の実現性についても検討する。 

 

○

（経済産業省） 

平成15年２月の総合資源エネルギー調査会都市熱エネ

ルギー部会報告を受け、平成16年４月から年間契約ガス

使用量50万m3以上の需要家まで（平成16年2月24日

経済産業省令第15号）、平成19年を目途に10万m3以上

の需要家まで段階的に小売自由化範囲を拡大する。また、

10 万 m3 未満の家庭用及び小規模業務用需要の自由化の

在り方については、上記の段階的な自由化範囲の拡大に

よる成果とその問題点を評価・検討等を行い、時機を逸

することなく、結論を得る。 

 ①ガスの小売自由

化範囲の拡大 

（経済産業省） 

ｂ 自由化範囲における大口供給の許可制についてはこれを撤

廃することも含め、その在り方を検討する。 

 検討・結

論 

 

 

○

（経済産業省） 

ガス事業法の改正（平成 15 年６月公布、平成 16 年４

月施行）により、大口供給について、許可制から変更・

中止命令付きの届出制とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

ａ 新規パイプライン設置者については、供給区域の例外とし、

新たなパイプラインが通過するいかなる地点（他の都市ガス会

社の供給区域内であっても）においても分岐管を通じて原則と

して自由に自由化部門へのガス供給を行うことを認める。 

 

○

（経済産業省） 

改正ガス事業法（平成15年6月公布、平成16年4月

施行）により、一定規模以上の導管によりガスを供給す

る事業をガス導管事業として創設した。これにより、ガ

ス導管事業者は、既存の一般ガス事業者の供給区域内か

外かにかかわらず、新たに導管を設置してガスを供給す

る場合には、変更・中止命令付きの届出をすることが求

められる。ただし、届出された導管が供給区域内に設置

される場合であっても、既存一般ガス事業の導管網の効

率的な利用を損わない範囲においては、自由にガス導管

の設置を可能とする運用の考え方を総合資源エネルギー

調査会都市熱エネルギー部会において審議し、結論を得

た（平成16年1月20日付都市熱エネルギー部会報告「Ⅳ．

新規の導管設置による利益阻害性判断基準」）。 

この結論を踏まえ、｢ガス事業法に基づく経済産業大臣

の処分に係る審査基準等｣(経済産業大臣訓令)において、

取り扱いを規定した。 

 ②ガス供給インフ

ラの整備推進 

（経済産業省） 

ｂ 新規パイプライン設置者について、一定期間、例えば、使用

料を高く設定することを容認するなどの、投資インセンティブ

を高めるための措置を講ずる。 

 検討・結

論 

 

 

○

（経済産業省） 

総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会にお

いて審議を行い、その結論（平成16 年 1月 20 日付都市

熱エネルギー部会報告「Ⅴ．３．特に投資インセンティ

ブを確保する必要がある導管の取り扱いについて」） を

踏まえ、導管投資インセンティブとして、①託送料金の

設定の際に５年程度を目安とした高めの報酬率設定の可

能化、②託送約款の作成・届出・公表の猶予のいずれか

の方法を選択できることとした（①高めの報酬率設定に

ついては「託送供給約款料金算定規則」第 9 条別表第 1 

第 2 表において、②託送供給約款の作成免除等について

は｢ガス事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査

基準等｣(経済産業大臣訓令)において、その取扱を規定）。 

 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

③既存のガス供給

インフラの第三

者への開放 

（経済産業省） 

ａ 既存のパイプラインについて、大手都市ガス４事業者以外の

都市ガス会社のパイプラインなど公共性の高いものについて

は、第三者利用を一層拡大する。 

 

 

 

   

○

（経済産業省） 

ガス事業法の改正（平成 15 年６月公布、平成 16 年４

月施行）により、①すべての一般ガス事業者に対し、託

送供給約款の作成・届出・公表義務を拡充するとともに、

②新たに創設したガス導管事業制度により、一定規模以

上の導管によりガスを供給する事業者に対しては託送約

款の作成・届出・公表義務を課すこととした。 

 

 ｂ ＬＮＧ基地についてもガス市場への新規参入を促進する観

点から第三者利用を拡大するための措置について、最も実効性

のある適切な方法を検討する。 

   

○

（経済産業省） 

総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会にお

いて審議を行い、ＬＮＧ基地の第三者利用を促進するた

め、ＬＮＧ基地の利用に関する適正なガス取引の在り方

について、「適正なガス取引の指針」に反映する予定であ

る。 

 

 ｃ 大手都市ガス４事業者の託送料金については公正競争の観

点からその算定の透明性を高めるための一層厳格な会計分離

の徹底を行うとともに、自由化の範囲の拡大に伴う一層の透明

性・公平性の確保の観点から、厳格な情報遮断の仕組みを整備

する。 

 

検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

改正ガス事業法（平成 15 年６月公布、平成 16 年４月

施行）において、託送供給に関する業務の会計を整理・

公表するとともに、託送供給の業務に関して知り得た情

報の目的外利用等の禁止行為を新たに規定した。また、

禁止行為の実効性を確保するため、当該行為に関する望

ましい行為及び問題となる行為を類型化し、その内容を

「適正なガス取引の指針」に反映する予定である。 

 

ａ 接続供給料金の算定方法に将来の経営効率化効果を織り込

む等接続供給料金算定基準の改定を早急に行うとともに、その

基準の適用を受けるガス事業者が新算定基準に基づいた接続

供給約款を早期に届け出るよう指導する。 

【「接続供給約款料金算定要領」制定】 

措置済 

(13 年 1

月制定) 

    ④ガス託送制度の

改善 

（経済産業省） 

ｂ 卸託送制度を整備する等、託送制度の改善を図る。  検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

ガス事業法の改正（平成 15 年６月公布、平成 16 年４

月施行）により、託送供給約款の対象について、大口供

給用とした限定を廃止し、卸供給用のガスの託送を可能

とした。 

 



 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑤市場監視機関 

（経済産業省） 

ガス市場において市場の公正性を監視するための機関の設計を

検討する。 

 

 検討・結

論 

  

―

（経済産業省） 

行政による市場監視及び紛争処理機能の体制整備につ

いては、平成１５年２月の都市熱エネルギー部会報告書

においても言及されているところであり、これに基づき

必要な措置について検討を行っていく予定。 

 

 

⑥ガス産業全体の

構造改革 

（経済産業省） 

ａ ガス市場参加者が、互いに公平な条件の下で競争が可能とな

るよう、一般ガス事業、簡易ガス事業、ＬＰガス事業の事業区

分の見直しを行う。 

ｂ 簡易ガス事業者によるＬＮＧ利用についてはこれを認める

方向で検討を図る。 

 検討・結

論 

  

○

（経済産業省） 

一般ガス事業、簡易ガス事業、ＬＰガス事業はそれぞ

れの供給方式の違いを踏まえて、ガス利用者の利益を確

保する観点から規制が行われており、現時点においては

こうした事業区分が有効である。今後の自由化範囲の拡

大等の制度改革の動向を踏まえて、必要に応じ、事業区

分のあり方について検討を行うこととする。 

簡易ガス事業者によるＬＮＧ利用については、総合資

源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会において審議

を行い、簡易ガス事業者の天然ガス利用について、原料

として天然ガス利用する場合には、一般ガス事業者とし

て整理することとし、その転換時の許可基準等について、

詳細制度の検討を行った。 

 

⑦ＬＰガスの取引

適正化・料金透

明化 

（経済産業省） 

 

「ＬＰガス料金問題検討会報告」や「ＬＰガス販売に関する指

針」等をＬＰガス事業者が遵守するよう適切に指導する。 

【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施

行規則改正（平成13年経済産業省令第182号）】 

措置済 

(8 月施

行) 

    

⑧一般ガス事業に

おけるガス熱量

等の測定及び検

査場所の緩和 

（経済産業省） 

一般ガス事業者以外から卸供給を受ける場合及び卸供給以外

でガス供給を受ける場合に、一般ガス事業者からのガス供給の場

合と同様、供給元の事業場を測定及び検査の指定場所として認め

る。 

  検討・結

論 

 

○

（経済産業省） 

一般ガス事業者が導管にてガスの供給を受ける場合で

あって、当該ガスに変更を加えない場合、一般ガス事業

者以外の者から供給を受ける場合であっても供給元の事

業場を検査指定場所として認める通達の改正を年度内に

行う（平成16年3月31日付、平成16・03・11原院第10

号）。平成１６年４月施行。 
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実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑨一般ガス事業者

におけるガス熱

量等測定時刻の

緩和 

（経済産業省） 

一般ガス事業者が行う供給ガスの熱量及び燃焼性の測定につ

いて、１日２回の指定時刻での測定から、１日１回の任意時刻の

測定で足りることとする。 

  検討・結

論 

 

○

（経済産業省） 

ガス事業者が行う熱量及び燃焼性の測定は１日１回任

意の時刻にて測定することとする省令改正を年度内に実

施（平成16年2月24日経済産業省令第15号）。平成１

６年４月施行。 

 

⑩ガス発生設備の

停止に係る報告

義務の軽減 

（経済産業省） 

ガス発生設備の停止が 10 時間以上続いた事故に係る報告義務

について、その対象を製造所の全てのガス発生設備が運転停止し

た事故に限ることとする。 

  検討・結

論 

 

◎

（経済産業省） 

平成１５年７月３０日付、平成15･07･03原院第１号「ガ

ス事故報告の運用について」を発出し、ガス発生設備の

事故については当該製造所全てのガス発生設備が運転停

止した場合のみ、報告義務のある事故として扱うことと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

エ その他 

規 制 改 革 推 進 ３ か 年 計 画 （ 再 改 定 ） （ 平 成 15年 ３ 月 28日 閣 議 決 定 ） に お け る 決 定 内 容  
実 施 予 定 時 期 

事 項 名 措  置  内  容  等 
13年度 14年度 15年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①インフラ整備の

促進 

（関係府省） 

ａ 電気事業における送電ネットワークやガス事業における導

管ネットワークの整備に際して必要となる工事や土地利用等

に係る規制について、インフラ整備を抑制している規制があれ

ば、これを緩和する等の措置を講ずる。 

 実際上の必要性が生

じた場合に検討 

 

－

  

 ｂ 熱供給事業法の対象外の小規模(21 ギガジュール／ｈｒ未

満)の熱供給導管についてもエネルギー政策等の観点から公共

財的性格が法令上位置付けられれば、義務占用に準じた道路占

用を認めることを検討する。 

   

－

(経済産業省)   

今後、エネルギー政策等の観点から、必要性が生じた

場合には、法令上の位置付けを検討することになると認

識。 

 

 


